
【農村整備課】 〔主要事業〕

総合 政 策 の 柱 Ⅰ活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り

計画 政 策 名 ２戦略的な生産・販売による創造的な産業活動の促進

施 策 名 ２農林水産業の生産力の向上支援

基 本 事 務 事 業 名 ほ場の整備事業

事 業 名 ほ場整備事業（県営・団体営 （経営体育成基盤整備事業））

１．趣旨

農地の有効利用と効率的かつ安定的な経営体（担い手）の育成を図るため、担い手

への農地利用集積促進等を条件に、ほ場整備などの生産基盤の整備等を実施する。

２．事業概要

( )経営体育成基盤整備事業1
事業の内容 実施要件 補助率( ) 実施地区数 適 用%

区画整理 受益面積 以上 国： 地区20ha 50 14

25~27.5農業用用排水施設 県：

農道 担 い 手 へ の 一 定 割 合 以

暗渠排水 上の農地集積

客土

上記に関連のある生産基盤・ 認 定 農 業 者 の 一 定 割 合

生活環境整備 以上の増加

( )２１世紀しまねの農業担い手育成基盤整備促進事業2
基盤整備の実施を契機として、担い手への農地の利用集積を促進し、将来の農業

生産を担う効率的かつ安定的な経営体の育成を図るために実施。

事業の内容 実施要件等 補助率( ) 実施地区数 適 用%

土地利用調整 担い手 の集積シェ 国：－ 地区 県が行う、土地利用調整7

指導事業 アが一定割合以上 県： 活動に係る指導経費100

土地利用調整 国：－ 地区 土地改良区等が行う、土9

推進事業 県： 地利用調整活動への支援50

利 用 権 等 加 算 促 利 用 権 等 の 設 定 率 が 一 国：－ 地区5

100進費 定割合以上となること 県：

作付連担化加算 作付連担化率の増が 国：－ 地区 Ｈ１４採択地区まで5% 3

100促進費 以上 県：

農 地 流 動 化 促 進 利 用 権 等 の 設 定 率 が 一 国：－ 地区 県営中山間地域総合整備1

事業 定割合以上となること 県： 事業におけるほ場整備事100

業を対象

３．事業実施主体

経営体育成基盤整備事業：県

２１世紀しまねの農業担い手育成基盤整備促進事業：県、市町村、土地改良区

４．当初予算額

経営体育成基盤整備事業： 千円2,121,000

２１世紀しまねの農業担い手育成基盤整備促進事業： 千円73,392



【農村整備課】 〔主要事業〕

Ⅰ活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り総 合 政 策 の 柱

２戦略的な生産・販売による創造的な産業活動の促進計 画 政 策 名

施 策 名 ２農林水産業の生産力の向上支援

基 本 事 務 事 業 名 農道の整備事業

事 業 名 農道整備事業（県営・団体営 （中山間地域総合整備事業））

１．趣旨

農業の生産条件等が不利な中山間地域において、地域の立地条件に即した生産基

盤や農村環境等の整備を一体的・総合的に行い、中山間地域が持っている多面的な

機能を活かした農業の振興と、活力ある農村づくりの促進を図る。

２．事業概要

（１）対象地域

過疎、振興山村、離島等の法令指定を受けている市町村、又はこれらに準ずる

市町村であって、林野率が かつ傾斜度 ／ 以上の農用地面積が 以上を50% 1 100 50%

占めている地域。

（２）事業の内容

（ 、 、 、 、 ） 、農業生産基盤整備事業 用排水施設 農道 ほ道 農地防災 暗渠排水等 や

農村生活環境整備事業（集落道、営農飲雑、防災安全施設、農村公園、活性

化施設等）など。

区分 事業主体 実施要件 補助率( ) 実施地区数%

県営 県 農業生産基盤整備 国： (離島： ) 地区55 60 8

30~0に係る 県：

60ha受 益 面 積 が

以上

団体営 市町村 農業生産基盤整備 国： (離島： ) 地区55 60 1

20~0に係る 県：

20ha受 益 面 積 が

以上

３．事業実施主体

県又は市町村

４．当初予算額

県 営： １，５６０，３００千円

団体営： ９２，９０２千円



【農村整備課】 〔主要事業〕

Ⅲ豊かな環境のもとに快適な生活ができる島根の国造り総 合 政 策 の 柱

政 策 名 ４快適な暮らしの実現計 画

施 策 名 ２快適な居住環境づくり

基 本 事 務 事 業 名 農業集落排水施設の整備事業

（ ）（ ）事 業 名 農業集落排水施設整備事業 県営・団体営 農業集落排水整備事業

１．趣旨

農業集落におけるし尿、生活雑排水を処理する施設や循環利用を目的とした施設

を整備し、農業用用排水の水質保全、農業用用排水施設の機能維持、又は農村生活

環境の改善を図り、ひいては公共用水域の水質保全に資する。

２．事業概要

（１）事業の内容

①農業振興地域内の農業集落を対象とした管路施設、汚水処理施設、及びこれ

に付帯する施設の整備

②処理施設に併せ汚泥・処理水再利用のための資源循環施設の整備

（２）実施地区数 地区16
（３）事業制度

補助金（農業集落排水資源循環統合補助事業、農業集落排水統合補助事業）

交付金（汚水処理施設整備交付金）

50%（４）補助率 国：

県：後年度に県交付金により支援

（５）県交付金

下水道普及促進対策交付金（下水道推進課から交付）

（目 的）新たな処理区着工を促進するための交付金制度

(内 容 )実施事業費の市町村及び受益者負担部分に次の交付率により次年度

から 年間で交付5
（交付率）

交付率 交付

区 分 要 件 期間財政力指数 ･普及率 補助事業 単独事業

事 業 着 手新規事業 (ｱ)集合処理区未着手市町村 から の間に着手した最初の処理区 市･町村のH14 H17 50% 20%

後 年間(ｲ)未着手処理区を有する市町村 から の間に新たに着手した処理区 平均以下H14 H17 40% 16% 5

まで継続事業 (ｳ)ｱ､ｲに該当しない場合 継続処理区又は ｱ､ｲの処理区で 年間を経過した処理区5 30% 12% H23

事 業 着 手市町村合併の特例 普及率合併重点支援地域の指定を受けた市町村で、 H15

後 年間から の間に新たに着手した処理区H17 25%以下 50% 20% 5

※なお、平成１８年度以降に新たに着手した処理区については、普及率６５％未満の市町村を対象とする。

３．事業実施主体

市町村

４．当初予算額

農業集落排水事業費（補助金） １，０１９，３９６千円

汚水処理施設整備交付金（交付金） １３，２００千円（県指導監督費）



【農村整備課】 〔その他事業〕

総 合 活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り政 策 の 柱 Ⅰ

政 策 名 ２戦略的な生産・販売による創造的な産業活動の促進計 画

施 策 名 ２農林水産業の生産力の向上支援

基 本 事 務 事 業 名 ほ場の整備事業

事業実施主体事 業 名 当初予算額 事業概要

ほ場整備事業

（県営・団体営）

千円 ・地域特性に応じた多用な農 市町村農地等高度利用促 58,405
業経営を実現するため、農地 土地改良区進元気な地域づく

の高度利用、農用地の利用集 等り交付金

積の加速的な推進を図るよう

。きめ細かい基盤の整備を行う

○事業内容

農業用用排水施設、農道、

暗渠排水、客土、区画整理等

○補助率

（ ）国 基本 法指定50% 5 55%
県 ５～２０％

○実施地区

６ 地区

基 本 事 務 事 業 名 農道の整備事業

事業実施主体事 業 名 当初予算額 事業概要

農道整備事業

（県営・団体営）

千円 ・農産物の需給動向に係る輸 市町村基盤整備促進元気 333,930
送コストの軽減を図るため、 土地改良区な地域づくり交付

農道網を中心とした生産基盤 等金

整備等を行う。

○事業内容

農業用用排水施設、農道、

暗渠排水、客土、区画整理等

○補助率

（ ）国 基本 法指定50% 5 55%
県 ５～２０％

○実施地区

１０ 地区



【農村整備課】 〔その他事業〕

総 合 活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り政 策 の 柱 Ⅰ

政 策 名 ２戦略的な生産・販売による創造的な産業活動の促進計 画

施 策 名 ２農林水産業の生産力の向上支援

基 本 事 務 事 業 名 国からの委託調査事務

事業実施主体事 業 名 当初予算額 事業概要

農 業 基 盤 整 備 基 礎 調

査等事務

農地・水・農村環 千円 県25,000 ・平成 年 月に決定された経営17 10

境保全向上活動支 市町村所得 安定対策等大 綱において、地

援実験事業 地域協議会域ぐ るみの効果の 高い共同活動と

等農業 者ぐるみの先 進的な営農活動

を、 一体的かつ総 合的に支援する

「農 地・水・環境 保全向上対策」

を実施することとされた。

この施策の平成 年度からの導入19

に向 け、試行的に 支援を行い、施

策の実効性について検証する。

○事業内容

①モデル支援事業

②推進検証事業

○補助率

50% 25%①国 、県

100%②国

○実施地区

地区13


